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(57)【要約】
【課題】　操舵反力の生成に用いられるセンサ等の取得
値に含まれる高周波成分の影響を受けず、且つ、車両の
挙動状態、路面状態に基づいた快適な操舵感を実現する
安定した操舵反力のステアバイワイヤの操舵反力制御装
置を提供する。
【解決手段】　このステアバイワイヤの操舵反力制御装
置は、ステアリング制御手段１６に、車両運動モデル２
０から転舵反力または車両挙動を表すパラメータの推定
値を演算する転舵反力等推定手段１７と、転舵反力等推
定手段１７で演算された前記推定値と、転舵反力センサ
８から検出した検出値とを比較し、定められた条件に従
って、前記推定値および前記検出値のいずれか一方を選
択する比較手段１８とを設ける。さらに比較手段１８で
選択された前記推定値または前記検出値を操舵反力の生
成に用いる操舵反力生成手段１９を設ける。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　転舵用のタイロッド間シャフトと機械的に連結されていないステアリングホイールに対
し、操舵角を検出する操舵角センサと、操舵反力を与える操舵反力モータと、前記操舵角
センサの検出した操舵角を基に、車両に装備された他のセンサ類からの運転状態検出信号
と合わせて転舵角の指令信号を生成し、タイロッド間シャフトを駆動する転舵機構の転舵
モータを制御するステアリング制御手段とを有するステアバイワイヤ式操舵装置における
、操舵反力制御装置であって、
　前記ステアリング制御手段に、
　車両運動モデルから、転舵反力または車両挙動を表すパラメータの推定値を演算する転
舵反力等推定手段と、
　この転舵反力等推定手段で演算された前記推定値と、前記転舵機構に作用する転舵反力
を検出するセンサから検出した検出値とを比較し、定められた条件に従って、前記推定値
および前記検出値のいずれか一方を選択する比較手段と、
　この比較手段で選択された前記推定値または前記検出値を操舵反力の生成に用いる操舵
反力生成手段と、
を設けたことを特徴とするステアバイワイヤの操舵反力制御装置。
【請求項２】
　請求項１において、前記比較手段は、前記定められた条件として、車両速度が定められ
た値以上のときに前記推定値と前記検出値の差分が閾値以下であれば、前記車両運動モデ
ルからの前記推定値を選択し、これら車両速度および差分の条件を充足しないときは、前
記検出値を選択するステアバイワイヤの操舵反力制御装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、前記タイロッド間シャフトまたはタイロッドに、前
記転舵反力センサを設けたステアバイワイヤの操舵反力制御装置。
【請求項４】
　請求項１において、前記転舵反力等推定手段は、前記車両運動モデルから、車両挙動を
表すパラメータとして、ヨーレイト、ロールレイト、ヨー角、ロール角、および横加速度
のいずれかを推定して前記生成値として用いるステアバイワイヤの操舵反力制御装置。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれか１項において、前記操舵反力生成手段は、操舵角に
比例したばね成分、操舵角速度に比例した粘性成分、操舵角加速度に比例した慣性成分、
および摩擦成分のいずれかを前記操舵反力の生成に用いるステアバイワイヤの操舵反力制
御装置。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項５のいずれか１項において、前記操舵反力生成手段は、車両速度
に応じて、前記操舵反力を変化させるステアバイワイヤの操舵反力制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、転舵用のタイロッド間シャフトと機械的に連結されていないステアリング
ホイールで操舵を行うようにしたステアバイワイヤ式操舵装置の操舵反力制御装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、タイロッド間シャフトと機械的に連結されていないステアリングホイールで操舵
を行うようにしたステアバイワイヤ式操舵装置が提案されている。このステアバイワイヤ
式操舵装置では、ステアリングホイールに付与する操舵反力の生成法に関して、転舵機構
に働く転舵反力を転舵反力センサにより検出する技術（特許文献１）、または操舵角、操
舵角速度、操舵角加速度に加えて、車両の挙動状態を示す取得値（ヨーレイト，横加速度
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，転舵反力）を用いて転舵反力を生成する技術（特許文献２）が公開されている。
　またステアリングホイールを含む操舵部と、タイヤの向きを変える転舵機構部との機械
的な連結があるＥＰＳ等の操舵装置において、ステアリングホイールの回動操作による操
舵トルクに付与するアシストトルクを算出する際、車両運動モデルを用いて操舵感を変化
させているものもある（特許文献３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－２５８７４８号公報
【特許文献２】特開２０００－１０８９１４号公報
【特許文献３】特開２００４－３３８６４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のＥＰＳ等の操舵装置では、各機構部における摩擦力が直接操舵反力として感じら
れる。一方、ステアバイワイヤにおいては、操舵部と転舵機構部との機械的な連結が無い
ため、操舵部に設けられた操舵反力アクチュエータにより操舵反力の生成を行っている。
操舵反力の生成には、転舵機構部に設けられた転舵反力センサの値に基づき反力を生成し
たり、操舵角、操舵角速度、操舵角加速度に加えて、車両の挙動状態を示す取得値（ヨー
レイト，横加速度，転舵軸力など）により反力を生成する方法が知られている。しかしな
がら、これらの反力の生成に用いられるセンサの取得値には、路面の凹凸や左右輪のアラ
イメントの個体差などによる振動の影響による高周波成分が含まれ、操舵感の悪化を招い
ている。
【０００５】
　特許文献１では、取得した転舵反力センサの信号にローパスフィルタを通すことで、高
周波成分を減衰させているが、ローパスフィルタを通すことで時間遅れが発生し、制御系
が不安定になる可能性が大きい。
　特許文献２では、車両の挙動状態を示す取得値をそのまま用いているため、高周波成分
の影響により、状況によっては操舵感が悪化するものと思われる。
【０００６】
　この発明の目的は、操舵反力の生成に用いられるセンサ等の取得値に含まれる高周波成
分の影響を受けず、且つ、車両の挙動状態、路面状態に基づいた快適な操舵感を実現する
安定した操舵反力のステアバイワイヤの操舵反力制御装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明のステアバイワイヤの操舵反力制御装置は、転舵用のタイロッド間シャフト６
と機械的に連結されていないステアリングホイール１に対し、操舵角を検出する操舵角セ
ンサ１４と、操舵反力を与える操舵反力モータ１３と、前記操舵角センサ１４の検出した
操舵角を基に、車両に装備された他のセンサ類１１からの運転状態検出信号と合わせて転
舵角の指令信号を生成し、タイロッド間シャフト６を駆動する転舵機構７の転舵モータ１
５を制御するステアリング制御手段１６とを有するステアバイワイヤ式操舵装置における
、操舵反力制御装置であって、
　前記ステアリング制御手段１６に、
　車両運動モデル２０から転舵反力の推定値を演算する転舵反力等推定手段１７と、
　この転舵反力等推定手段１７で演算された転舵反力の推定値と、前記転舵機構７に作用
する転舵反力を検出するセンサ８から検出した検出値とを比較し、定められた条件に従っ
て、前記推定値および前記検出値のいずれか一方を選択する比較手段１８と、
　この比較手段１８で選択された前記推定値または前記検出値を操舵反力の生成に用いる
操舵反力生成手段１９とを設けたことを特徴とする。
【０００８】
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　この構成によると、操舵角センサ１４は操舵角を検出し、転舵反力を検出するセンサつ
まり転舵反力センサ８は、転舵機構７に作用する転舵反力を検出する。他のセンサ類１１
は運転状態を検出する。ステアリング制御手段１６は、前記操舵角を基に運転状態検出信
号と合わせて転舵角の指令信号を生成し、転舵モータ１５を制御する。ステアリング制御
手段１６における転舵反力等推定手段１７は、車両の運動方程式に基づく車両運動モデル
２０から転舵反力の推定値を演算する。例えば、車両速度がある値以上に大きければ、車
両運動モデル２０から演算した転舵反力の推定値を用いる。車両速度がある値未満であれ
ば、転舵反力センサ８で検出された転舵反力を用いる。
【０００９】
　ステアリング制御手段１６における比較手段１８は、演算された転舵反力の推定値と、
転舵反力センサ８から検出した検出値とを比較し、定められた条件に従って、前記推定値
および前記検出値のいずれか一方を選択する。前記「定められた条件」として、例えば、
車両速度が定められた値以上の場合に、前記推定値と前記検出値の差分が閾値Ｆｓ以下で
あれば、車両運動モデル２０からの推定値を採用して転舵反力項を求める。通常の操舵で
は、推定値を採用するように、推定誤差は許容できるように「閾値Ｆｓ」を設定する。こ
のように車両速度が定められた値以上の場合に車両運動モデル２０からの推定値を採用す
ると、振動の影響による高周波成分が含まれない。
【００１０】
　前記推定値と前記検出値の差分が閾値より大きい場合、転舵反力センサ８で検出された
転舵反力を用いる。例えば、前記推定値が、明らかに前記検出値と大きく異なる異常事態
においてのみ、転舵反力センサ８で検出した実測値である転舵反力を用いる。車両速度が
ある値未満、または前記のように推定値が明らかに検出値と大きく異なる異常事態のとき
に、転舵反力を用いる場合、転舵反力センサ８から取得した値は、例えば、ローパスフィ
ルタを通し信号に含まれる高周波成分を減衰させ、転舵反力項を算出する。ところでステ
アリングホイール１のいわゆる据え切り時などの車両速度が定められた値未満においては
、据え切り動作は、例えば０．５Ｈｚ以下のゆっくりした動作なので、ローパスフィルタ
による時間遅れは問題とならない。
【００１１】
　操舵反力生成手段１９は、比較手段１８で選択された前記推定値または前記検出値を、
転舵反力項として操舵反力の生成に用いる。操舵反力の生成には、前記転舵反力項を用い
ると共に、例えば、操舵角に比例したばね要素、操舵角速度に比例した粘性要素、操舵角
加速度に比例した慣性要素、および摩擦要素を用いている。操舵角、操舵角速度、操舵角
加速度は、ステアリングホイール近傍の操舵角センサ１４で取得することができるため、
ばね下の振動による高周波成分は含まれない。したがって、操舵反力の生成に用いられる
センサ等の取得値に含まれる高周波成分の影響を受けず、且つ、車両の挙動状態、路面状
態に基づいた快適な操舵感を実現する安定した操舵反力のステアバイワイヤ式操舵装置を
実現することができる。
【００１２】
　前記比較手段１８は、前記定められた条件として、車両速度が定められた値以上のとき
に前記推定値と前記検出値の差分が閾値未満であれば、前記車両運動モデル２０からの前
記推定値を選択し、これら車両速度および差分の条件を充足しないときは、前記検出値を
選択するものとしても良い。前記定められた値は、シミュレーションや実験等により適宜
に求められる。
　前記タイロッド間シャフト６またはタイロッド５に、前記転舵反力センサ８を設けたも
のであっても良い。この構成によると、このステアバイワイヤ式操舵装置を、タイロッド
間シャフトと機械的に連結されているＥＰＳのフィーリングに近づけることが可能となる
。
【００１３】
　前記転舵反力生成手段１９は、前記車両運動モデル２０から、車両挙動を表すパラメー
タとして、ヨーレイト、ロールレイト、ヨー角、ロール角、および横加速度のいずれかを
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推定して車両挙動項の生成に用いても良い。車両挙動項は、車両挙動を示す各パラメータ
に対応する係数を乗じて求める。この場合、今までのステアバイワイヤ式の操舵装置では
出せなかった車両挙動を、転舵反力に反映させて出力することが可能となり、操作者の好
みや車両の種類等に応じた操舵装置を実現することができる。
【００１４】
　前記操舵反力生成手段１９は、操舵角に比例したばね成分、操舵角速度に比例した粘性
成分、操舵角加速度に比例した慣性成分、および摩擦成分のいずれかを前記操舵反力の生
成に用いるものとしても良い。この場合、ステアリングホイール操作時の違和感、振動等
を防ぐことができ、また従来のＥＰＳ等の操舵装置と同様の手応えを得ることが可能とな
る。
【００１５】
　前記操舵反力生成手段１９は、車両速度に応じて、前記操舵反力を変化させるものとし
ても良い。例えば、高速域の操舵反力が中低速域の操舵反力よりも大きくなるように変化
させることで、高速域ではより安定した操舵反力を得ることができ、中低速域では小さい
力でも操作し易い操舵反力を得ることができる。
【発明の効果】
【００１６】
　この発明のステアバイワイヤの操舵反力制御装置は、転舵用のタイロッド間シャフトと
機械的に連結されていないステアリングホイールに対し、操舵角を検出する操舵角センサ
と、操舵反力を与える操舵反力モータと、前記操舵角センサの検出した操舵角を基に、車
両に装備された他のセンサ類からの運転状態検出信号と合わせて転舵角の指令信号を生成
し、タイロッド間シャフトを駆動する転舵機構の転舵モータを制御するステアリング制御
手段とを有するステアバイワイヤ式操舵装置における、操舵反力制御装置である。前記ス
テアリング制御手段に、車両運動モデルから、転舵反力または車両挙動を表すパラメータ
の推定値を演算する転舵反力等推定手段と、この転舵反力等推定手段で演算された前記推
定値と、前記転舵機構に作用する転舵反力を検出するセンサから検出した検出値とを比較
し、定められた条件に従って、前記推定値および前記検出値のいずれか一方を選択する比
較手段と、この比較手段で選択された前記推定値または前記検出値を操舵反力の生成に用
いる操舵反力生成手段とを設けた。このため、操舵反力の生成に用いられるセンサ等の取
得値に含まれる高周波成分の影響を受けず、且つ、車両の挙動状態、路面状態に基づいた
快適な操舵感を実現する安定した操舵反力のステアバイワイヤを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】この発明の第１の実施形態に係る操舵反力制御装置を備えたステアバイワイヤ式
操舵装置の概略構成とその制御系の概念構成を示す説明図である。
【図２】同操舵反力制御装置の制御系のブロック図である。
【図３】同操舵反力制御装置におけるステアリング制御手段の処理の流れ図である。
【図４】この発明の他の実施形態に係る操舵反力制御装置における、転舵角度とばね成分
との関係を示す図である。
【図５】この発明のさらに他の実施形態に係る操舵反力制御装置における、転舵反力と摩
擦成分との関係を示す図である。
【図６】この発明のさらに他の実施形態に係る操舵反力制御装置における、車両速度と転
舵反力係数との関係を示す図である。
【図７】この発明のさらに他の実施形態に係る操舵反力制御装置における、ステアリング
制御手段の処理の流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　この発明の第１の実施形態を図１ないし図３と共に説明する。以下の説明は、ステアバ
イワイヤの操舵反力制御方法についての説明をも含む。
　図１は、この実施形態に係る操舵反力制御装置を備えたステアバイワイヤ式操舵装置の
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概略構成とその制御系の概念構成を示す説明図である。同図１に示すように、ステアバイ
ワイヤ式操舵装置は、ステアリングホイール１と、操舵機構２と、左右の操舵輪３，３に
ナックルアーム４およびタイロッド５を介して連結された転舵用のタイロッド間シャフト
６と、転舵機構７と、転舵反力センサ８と、車速センサ９や加速度センサ１０等の他のセ
ンサ類１１と、操舵反力制御装置としてのＥＣＵ（電気制御ユニット）１２とを備える。
このＥＣＵ１２は後述のステアリング制御手段を含み、マイクロコンピュータおよびその
制御プログラムを含む電子回路等により構成される。
【００１９】
　操舵機構２は、転舵用のタイロッド間シャフト６と機械的に連結されていないステアリ
ングホイール１に対して、操舵反力を与える操舵反力モータ１３と、ステアリングホイー
ル１の操舵角を検出する操舵角センサ１４とを有する。
　転舵機構７は、タイロッド間シャフト６を駆動する転舵モータ１５を含む。この転舵モ
ータ１５は、その回転をタイロッド間シャフト６に軸方向移動として伝える。転舵反力セ
ンサ８は、転舵機構７に作用する転舵反力を検出するセンサであって、例えば、ロードセ
ルや荷重センサ等が適用されて例えばタイロッド５に設けられる。この場合、転舵モータ
１５を回転させると、タイロッド５が軸方向に移動することで、転舵反力センサ８は、タ
イロッド５に付与される軸方向の力を前記荷重支持部の変位として検出し電気信号に変換
する。なおこの例では、タイロッド４，４にそれぞれ転舵反力センサ８，８を設けている
が、一方のタイロッド４のみに転舵反力センサ８を設けても良い。またタイロッド間シャ
フト６に転舵反力センサ８を設けることも可能である。
【００２０】
　図２は、この操舵反力制御装置の制御系のブロック図である。同図２に示すように、Ｅ
ＣＵ１２のステアリング制御手段１６は、転舵反力等推定手段１７と、比較手段１８と、
操舵反力生成手段１９とを有する。転舵反力等推定手段１７は、車両の運動方程式に基づ
く車両運動モデル２０から転舵反力の推定値を演算する。比較手段１８は、転舵反力等推
定手段１７で演算された転舵反力の推定値と、前記転舵反力センサ８から検出した検出値
とを比較し、定められた条件に従って、前記推定値および前記検出値のいずれか一方を選
択する。操舵反力生成手段１９は、比較手段１８で選択された前記推定値または前記検出
値を操舵反力の生成に用いる。
【００２１】
　車両運度モデル２０は、次の仮定を設けて構築した。車両進行方向をＸ軸方向、車幅方
向をＹ軸方向、車両の上下方向をＺ軸方向とすると、
・Ｙ軸方向、Ｚ軸周り（ヨー）、およびＸ軸周り（ロール）の運動を記述する３自由度モ
デルとする。
・左右輪に作用する横力の違いを考慮するため、４輪モデルとする。
・タイヤ横力はＹ軸の向きと一致する。
・車両はＸ軸方向（直進）に一定速Ｖで運動する。
【００２２】
　前記仮定より、本モデルにおけるＹ軸方向への並進に関する運動方程式は、次式で表現
される。
　ｍＶ（β＋ψ）＝ＦｆＬ＋ＦｆＲ＋ＦｒＬ＋ＦｒＲ　　　　・・・・（１）
　ここで、ｍは車両質量、Ｆは各タイヤに作用する横力を表す。βは車体の横すべり角、
ψはヨー角速度を表す。横力Ｆの下付き添え字について、一文字目は前後（front or rea
r）を、二文字目は左右（Left or Right）を意味する。例えば、ＦｆＬは左前輪に作用す
る横力を指している。
【００２３】
　同様にして、Ｚ軸周りの回転（ヨーイング）に関する運動方程式は、
　ＩＺψ＋ＩＸＺφ＝Ｉｆ（ＦｆＬ＋ＦｆＲ）－Ｉｒ（ＦｒＬ＋ＦｒＲ）　　　　・・・
・（２）
となる。ＩＺはヨー慣性モーメント、ＩＸＺはヨー・ロール慣性乗積、ＩｆとＩｒは車両
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重心から前後車軸までの距離を表す。φはロール角を表す。
【００２４】
　Ｘ軸周りの回転（ローリング）に関する運動方程式は、
　ＩＸφ＋Ｃφφ＋（Ｋφ－ｍｇｈｃ）φ＋ＩＸＺψ
　＝ｈｆ（ＦｆＬ＋ＦｆＲ）＋（ＦｒＬ＋ＦｒＲ）　　　　　　　　　　　　・・・・（
３）
となる。ＩＸはロール慣性モーメント、Ｃφはロール減衰係数、Ｋφはロール剛性を表す
。車両重心点におけるロールモーメントアーム長さｈｃは、前後車軸におけるロールモー
メントアーム長さｈｆ，ｈｒを用いて
　ｈｃ＝（ｈｆＩｒ＋ｈｒＩｆ）／（Ｉｆ＋Ｉｒ）　　　　　　　　　　　・・・・（４
）
と表される。以上の連成した３つの運動方程式を解いて、車体の横すべり角β、ヨー角速
度ψ、ロール角φ、および横力Ｆを求めることで車両の運動状態を把握でき、横力とニュ
ーマティックトレール、ナックルアーム長のジオメトリより、転舵反力値が算出される。
【００２５】
　比較手段１８は、前記のように車両運動モデルから演算した転舵反力の推定値と、転舵
反力センサ８で取得した検出値である実転舵反力との値を比較し、その差分が閾値Ｆｓ以
下であれば、車両運動モデル２０からの推定値を採用して、後述する（５）式の転舵反力
項を求める。通常の操舵では、推定値を採用するように、推定誤差は許容できるように「
閾値Ｆｓ」を設定する。比較手段１８は、前記推定値と前記検出値の差分が閾値より大き
ければ、転舵反力センサ８で検出された実転舵反力を用いて、（５）式の転舵反力項を求
める。例えば、前記推定値が、明らかに前記検出値と大きく異なる異常事態においてのみ
、転舵反力センサ８で検出した実転舵反力を用いる。この実転舵反力を用いる場合、転舵
反力センサ８から取得した値は、ローパスフィルタを通し信号に含まれる高周波成分を減
衰させ、（５）式の転舵反力項を算出する。
【００２６】
【数１】
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【００２７】
　操舵反力生成手段１９は、操舵角に比例したばね成分、操舵角速度に比例した粘性成分
、操舵角加速度に比例した慣性成分、摩擦成分、および転舵反力成分を、操舵反力の生成
に用いる。つまり操舵反力生成手段１９は、前述の（５）式右辺第５項の転舵反力項に、
同式右辺第１項のばね項、同式右辺第２項の粘性項、同式右辺第３項の慣性項、および同
式右辺第４項の摩擦項Ｔｆを加えて、操舵反力Ｔｒを出力する。
【００２８】
　図３は、この操舵反力制御装置におけるステアリング制御手段１６の処理の流れ図であ
る。図２と共に説明する。例えば、車両のイグニッションオンにより本処理が開始される
。ステップＳ１に移行して、ＥＣＵ１２のステアリング制御手段１６は、操舵角センサ１
４から操舵角θ、車速センサ９から車速Ｖ、転舵反力センサ８から転舵反力センサ値Ｆyb
をそれぞれ取得する。次にステップＳ２にて、取得した車速Ｖが定められた値Ｖs以上か
否かを判断する。車速が定められたＶs以上であれば（ステップＳ２：ＹＥＳ）、ステッ
プＳ３に移行して転舵反力等推定手段１７により、前述の車両運動モデル２０から現在の
車両の運動状態を求め、その後ステップＳ４にて転舵反力の推定値Ｆyaを演算して出力す
る。
【００２９】
　次にステップＳ５において、比較手段１８により、前記転舵反力の推定値Ｆyaと、転舵
反力センサ８で取得した実転舵反力Ｆybとの値を比較し、その差分がある値Ｆys以下であ
れば（ステップＳ５：ＹＥＳ）、車両運動モデル２０からの推定値Ｆyaを採用する。次に
ステップＳ６に移行して（５）式の転舵反力項を求める。その後ステップＳ１０に移行す
る。
　ステップＳ２において車速が定められた値Ｖs未満のとき（ステップＳ２：ＮＯ）、ま
たはステップＳ５において転舵反力の推定値Ｆyaと実転舵反力Ｆybとの差分が閾値Ｆysよ
り大きいとき（ステップＳ５：ＮＯ）、ステップＳ７に移行する。
【００３０】
　ステップＳ７において、ステアリング制御手段１６は転舵反力センサ値Ｆybを用いる。
この転舵反力センサ値Ｆybはローパスフィルタを通して信号に含まれる高周波成分を減衰
させる（ステップＳ８）。次に、ステップＳ９にて転舵反力センサ値Ｆybに基づく（５）
式の転舵反力項を算出する。その後ステップＳ１０に移行する。ステップＳ１０にて、操
舵反力生成手段１９は前記のように操舵反力Ｔｒを出力する。その後ステップＳ１に戻る
。
【００３１】
　以上説明した操舵反力制御装置によると、車両運動モデル２０からの推定値と転舵反力
センサ値の差分がある値以上の場合、転舵反力センサ８で検出された転舵反力を用いる。
例えば、前記推定値が、明らかに前記検出値と大きく異なる異常事態においてのみ、転舵
反力センサ８で検出した実測値である転舵反力を用いる。車両速度が定められた値未満、
または前記のように推定値が明らかに検出値と大きく異なる異常事態のときに、転舵反力
を用いる場合、転舵反力センサ８から取得した値は、ローパスフィルタを通し信号に含ま
れる高周波成分を減衰させ、転舵反力項を算出する。ところでステアリングホイール１の
いわゆる据え切り時などの車両速度がある値未満においては、据え切り動作は、例えば０
．５Ｈｚ以下のゆっくりした動作なので、ローパスフィルタによる時間遅れは問題となら
ない。
【００３２】
　操舵反力生成手段は１９、比較手段１８で選択された前記推定値または前記検出値を、
転舵反力項として操舵反力の生成に用いる。操舵反力の生成には、前記転舵反力項を用い
ると共に、操舵角に比例したばね要素、操舵角速度に比例した粘性要素、操舵角加速度に
比例した慣性要素、および摩擦要素を用いている。操舵角、操舵角速度、操舵角加速度は
、ステアリングホイール近傍の操舵角センサ１４で取得することができるため、ばね下の
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振動による高周波成分は含まれない。したがって、操舵反力の生成に用いられるセンサ等
の取得値に含まれる高周波成分の影響を受けず、且つ、車両の挙動状態、路面状態に基づ
いた快適な操舵感を実現する安定した操舵反力のステアバイワイヤ式操舵装置を実現する
ことができる。
【００３３】
　タイロッド５に転舵反力センサ８を設け、この転舵反力センサ８はタイロッド５に付与
される軸方向の力を荷重支持部の変位として直接的に検出し電気信号に変換するため、こ
のステアバイワイヤ式操舵装置を、タイロッド間シャフトと機械的に連結されているＥＰ
Ｓのフィーリングに近づけることが可能となる。
　操舵反力生成手段１９は、操舵角に比例したばね成分（ばね項）、操舵角速度に比例し
た粘性成分（粘性項）、操舵角加速度に比例した慣性成分（慣性項）、および摩擦成分（
摩擦項）を前記操舵反力の生成に用いるものとしたため、ステアリングホイール操作時の
違和感、振動等を防ぐことができ、また従来のＥＰＳ等の操舵装置と同様の手応えを得る
ことが可能となる。
【００３４】
　他の実施形態について説明する。
　以下の説明において、構成の一部のみを説明している場合、構成の他の部分は、先行し
て説明している形態と同様とする。実施の各形態で具体的に説明している部分の組合せば
かりではなく、特に組合せに支障が生じなければ、実施の形態同士を部分的に組合せるこ
とも可能である。
【００３５】
　図４の例に示すように、操舵角θとばね成分（Ｋｓ×θ）との関係について、操舵角θ
が０～θａ度（θａは例えば１２０度）までは、操舵角θが大きくなる程、ばね成分つま
りばね項が大きくなる比例関係とし、操舵角θがθａ度以上でばね成分が一定となるよう
に定めても良い。
　図５の例に示すように、転舵反力Ｆyと摩擦成分Tｆとの関係について、転舵反力が大き
い程、摩擦成分つまり摩擦項を小さくし、転舵反力がある閾値以上で摩擦成分を一定値と
なるように定めても良い。この場合、転舵反力が小さい場合に、転舵反力に応じて必要な
摩擦成分を付与することができる。
　図６の例に示すように、車両速度Ｖに応じて転舵反力係数Ｋyを可変させ、車両速度が
一定速度以上で転舵反力係数が一定値となるように定めても良い。この場合、例えば、高
速域ではより安定した操舵反力を得ることができ、中低速域では小さい力でも操作し易い
操舵反力を得ることができる。
【００３６】
　転舵反力生成手段に、車両運動モデル２０から推定した転舵反力値もしくは、転舵反力
センサ８から検出した転舵反力値に、ある係数を乗じた転舵反力項を用いているが、この
形態に限定されるものではない。転舵反力項を用いる代わりに、車両モデル２０から推定
した、例えば車両挙動を表わすヨーレイト、ロールレイト、ヨー角、ロール角、および横
加速度のいずれかのパラメータを用いて、車両挙動項を生成しても良い。車両挙動項は、
車両挙動を示す各パラメータに対応する係数を乗じて求める。
【００３７】
　この場合、図７に示すように、ステップＳ１では、操舵角θ、車速Ｖ、および転舵反力
センサ８からの実測値Ｆkbを取得する。ステップＳ２にて車速による条件分けを行った後
、車両運動モデル２０（ステップＳ３）から、ステップＳ４にて転舵反力の推定値Ｆkaと
車両挙動を表わすいずれかのパラメータの推定値Ｆkcとして算出する。その後ステップＳ
５にて、比較手段１８により、推定値Ｆkaと、転舵反力センサ８から取得した実測値Ｆkb
とを比較し、その差分が閾値Ｆks以下であれば、車両運動モデル２０からのパラメータの
推定値Ｆkcを採用する。次にステップＳ６に移行して（６）式の右辺第５項を求める。こ
の場合、前記推定値Ｆkcに、各パラメータに対応する係数を乗じて前記右辺第５項を求め
得る。ステップ７において、（６）式の右辺第１項乃至第５項を加えた操舵反力Ｔｒaを
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出力する。なお車速が定められた値Ｖs未満のとき（ステップＳ２：ＮＯ）、またはステ
ップＳ５において転舵反力の推定値Ｆkaと転舵反力センサ８から実測値Ｆkbとの差分が閾
値Ｆksより大きいとき（ステップＳ５：ＮＯ）、ステップＳ８に移行する。
【００３８】
　ステップＳ８にて、ステアリング制御手段１６は転舵反力センサ８から実測値Ｆkbを用
い、この実測値Ｆkbはローパスフィルタを通して信号に含まれる高周波成分を減衰させる
（ステップＳ９）。次に、ステップＳ１０にて前記実測値Ｆkbに対応する係数を乗じて（
５）式の右辺第５項を求める。ステップＳ１１において、（５）式の右辺第１項乃至第５
項を加えた操舵反力Ｔｒを出力する。
　図７の場合、車両挙動を表すパラメータとして、ヨーレイト、ロールレイト、ヨー角、
ロール角、および横加速度のいずれかを推定して前記推定値として用いたため、今までの
ステアバイワイヤ式の操舵装置では出せなかった車両挙動を、転舵反力に反映させて出力
することが可能となり、操作者の好みや車両の種類等に応じた操舵装置を実現することが
できる。
【符号の説明】
【００３９】
１…ステアリングホイール
６…タイロッド間シャフト
７…転舵機構
１０…加速度センサ
１３…操舵反力モータ
１４…操舵角センサ
１５…転舵モータ
１６…ステアリング制御手段
１７…転舵反力等推定手段
１８…比較手段
１９…操舵反力生成手段
２０…車両運動モデル
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